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はじめに
一本マニュアルの作成の目的一

・施設入居 。入所している認知症の高齢者は、買しヽ物にしヽったり、好きなとこ

ろに遊びに行つたりなどの、自発的な外出活動が少な<な ることがしばしば

あります。また入居してしヽる施設によりますが、日常生活は、十□人のペース

でな<、 管理されたスケジュールに従つて生活してしヽ<こ とが余儀なくされ

ます。

・個局」ケアとは、認矢B症のある高齢者に対する施設ケアが抱えるこれらの問題

点を解決してい<た めのものとしヽえます。ユニットケアやグループホームは、

そのために効果的な生活形態ですが、構造的に大きな改修ができなしヽ従来型

の特別董護老人ホームにおしヽても、様衆な工夫で1□局」ケアを展開してしヽくこ

とが求められてしヽます。

・従来型の特別董護者人ホームにおしヽても、外出することによって、施設構造

的な改修を懸要とせすに、生活にハリを与えるなどの様々な効果があること

は研究で明らかにされてきてしヽます。そのため、単にタト出を活動として位置

づけるのではな<、 むしろ積極的な支援のひとつとして取り組むべきである

と者えます。

・また外出は、心理面だけでな<、 地域を基盤とした施設生活に対する支援環

境として重要な役書」を有してしヽるともしヽえます。施設を地域の一言Bとして提

えなおしてしヽ<上 で、施設と地域をつなげる支援が外出支援であるときえま

す。

・ し かし、職員体制がぎりぎりのなかで介護をしてしヽる施設におしヽて外出を積

極的におこなうことは、無視できなしヽ課題があることも明らかです。

・本マニュアルは、そのような現状を少しすつ打破しながら、施設全体をチー

ムとして実際に外出支援に取り組んでしヽくに当たってどのような者え方 ・方

法をとってしヽけばしヽしヽのかとしヽうことにつしヽてまとめました。

・個別のケアを実現してしヽく中で、課題にぶつかる事が多い現状がまだまだた

<さ んありますが、その一助となれば幸しヽです。

*本 マニュアルは、平成 16年 度老人保健健康増進当事業 「介護保険制度の適

正な実施及び質の向上に寄与する調査研究事業」の予算の一吉Bを用しヽて作成さ

れたものです。
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第 1章 認知症のある高齢者の外出の意義

第1節 外出の意義

ここでは外出の具体的な実現手順であるマニュアルを示す前にtな ぜ外出が

必要なのか外出の意義について、研究成果を元に確認します。

☆外出は生活と密着し、当然の行為
。われわれが生活をするためには、さまざまな行為があり、外出は当然の行為

として行われてしヽます。
・例えば、仕事、日央の生活のための買しヽ物、近所とのお付さ台しヽ、友人との

交流、趣味や娯楽、散歩、その他様泉な目的を持ち外出を自然に行うてしヽま

す。
・高齢や障害で歩行が困難になつたり、認知症でひとりでの行動が不自由にな

つたりすると、屋内での生活が主になつてきます。そして、他者の手が必要

になると行動範囲は狭<な り財然的に外出は少な<な るのが一般的です。
。 しかし、生活は継続しています。一人の人間として生活するとしヽうことは、

外出も生活のひとつの要素として当然の行為であると者えるべきです。
・さて、本来当然の生活行為ですが、外出の効果につしヽて、本研究事業で整理

されてたものを紹介しますと外出の効果を意識することが、より意義のある

外出支援の実践につながります。

1.周 囲への関心 。注意を向けることによる心理的な活性化。
。ます、「周囲への関心 ・注意を向けることによる心理的な活性化」が効果とし

て挙げられます。
・認知症のある高齢者であっても視覚 ・聴覚 。嗅覚 ・触覚 ・味覚等の五感は残

されてしヽます。また、うれししヽ、悲ししヽ、楽ししヽ、怖い、腹が立つ等の感情

も残されてしヽることがほとんどです。
,タト出することによって、周囲へ注意集中が向しヽて、心理的に活性化されると

しヽうことがあります。
・例えば、外出中にしヽつもは自のから話しかけるとしヽう自発的な行動が起きな

しヽ人が、子どもに会ったり、犬を見たりすると 「かわいしヽねん」と話しかけ

て、コミュニケーションが取れるとしヽうことはよ<あ ります。

2.普 段の生活とは異なる社会の中の上員としての役書」の獲得。
。また、「普段の生活とは異なる社会の中の一員としての役書め 獲得」が効果と

して挙げられます。
・これは例えば、施設生活においては、自分で何でもしたしヽとしヽう人であって
も、外出先の定食屋さんでは、セルラサービスの水を持って<るのも店員に
任せようと半」断するとしヽうことなどが当てはまります。

。しヽつもと異なる役書」を取れるとしヽうことが、気持ちの安定や活性4しにつなが

るとしヽうことがあります。
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3.外 出により首段よりも食事摂取の墨が増えるなど食生活に関する変4し
。 「食生活に関する変4ヒ」も効果として挙げられます。いつもの食事だと食べ

なしヽとしヽう人が、外食であると形態が普通 (亥」み食等でなしヽ)で あつても難

なく食べられ、またしヽつもより摂取量が多<な るとしヽうことが数多<確 認さ

れてしヽます。

4.繰 り返しや拒否をすることな<、 心理的に安定
。また、「繰り返しや拒否をすることなく、心理的に安定する」としヽう事も効果

として挙げられます。タト出を生活の中に組み入れる事により、生活の行為の

流れがスムーズになり、拒否につながりにく<な ります。
・例えば、トイレに行<の を嫌がる認知症の高齢者が、「散歩に行<か ら、出か

ける前にトイレにいつておきましょう」と働きかけると、納得して トイレに

入ることができることがあるとしヽうことなどがあります。

5。 「事前に計画し楽しみに待つ外出」と、「日常生活の継続の中での外出」と

しヽう視点から
・効果的な外出支援を実践するためには、外出を2つ の種類に劣けて者えるこ

とが大切だと者えられます。
・2つ の種類とは、「事前に計画し楽しみに待つ外出」と、「日常生活の継続の

中での外出」です。
・ 「事前に計画し楽しみに待つ外出」は、旅行などのように、事前に計画して

準備し実行する外出です。まだかまだかと待つことで、普段の日常にも張り

が出るものです。これは認矢□症のある高齢者であつても同様で、すぐ忘れて

しまう人でも、外出するとしヽう話を聞しヽて喜ぶことができるとしヽう場面は何

度も見られます。
。また 「日常生活の継続の中での外出」は、無理な<自 然に外出の効果が得ら

れるとしヽう点で意味があります。結果として繰り返し行動や拒否がな<な る

としヽうことも見られます。
・取組みの手順は様泉ですが、例えば 「事前に計画して楽しみにして待つ」タ

イプの外出を実践からはじめ、その中でアセスメントを行しヽ、無理な<徐 泉

に 「日常生活の継続の中での外出」として組み込むとしヽう手順が者えられま

す。

6,そ の他の冨」次的な効果

また、外出支援は、外出した調知症の高齢者だけでな<、 しヽろしヽろな副次的

効果を生みます。

(1)  介 護職員の気の転換

施設の中で働<ス タッフは、勤務として働しヽてしヽますが、生活支援を行うと

いう業務の性質上、ともするとスタッフの心身の状態がそのまま利用者である

認知症のある高齢者に跳ね返るとしヽう事が起こりがちです。もちろんそれは専

門職としてはあつてはならなしヽことですが(施 設としヽう建物の中だけに限らす
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支援を行うことによって、場所を変えて気会を変えながら支援ができ、上記の

ようなことが防げるとしヽうことがあります。

(2)  ア セスメントの機会

また、外出中は、施設内での生活とは異なつた認知症のある高齢者の姿を見

る機会が多<な ります。そこから、その高齢者に対する思わぬ発見をし、それ
が日泉のケアやケアプランに反映されるとしヽう事もあります。

(3)  家 族の理解の促進

また、外出するに当たって、家族に連絡をとることが多くなります。外出の
Bきの様子を報告したり、またB書には、家族と一緒に外出したりとしヽう事によっ

て、家族に施設の生活につしヽて理解してもらえる、リスク等の理解をしてもら

える、親である認知症の高齢者のためにしヽしヽことができたと思つてもらえると
しヽった家族の理解を促す事ができるという効果も期待できます。

<外 出支援の注意点>
・以上、外出支援の意義につしヽて研究成果を基に整理しました。さて、ここで

大きな注意点があります。

。それは、外出支援を実践する際に 「外出すること自体を目的としなしヽ」としヽ

うことです。「外に出てもらしヽさえすればしヽしヽと者えなしヽ」と言しヽ換える事も

できます。

・外出は、「外出をしなければならない」としヽうものではな<て 、本来認矢B症の

ある高齢者の1□刷ケアを実現することをねらって働きかけてしヽ<中 で防要性
が明らかになるものです。「外出することありき」で本人の求めてしヽることを

模索しなしヽ、外出させておけばしヽしヽ、としヽうことではありません。この点に

注意しなしヽと、本人主体の1□局」ケアからかけ離れてしましヽます。

・ただし、外出支援は本人の求めてしヽることを模索しながら、支援を者えてしヽ

<と おのすと求められることになる支援であると言うことはできるかもしれ

ません。

第2節 外出支援を実現する上での課題

外出支援は、人手が十のでなしヽ中で、今までしヽつたことがなしヽような外に出

る行為ですので、実現するためには様々な課題があります。ここでは、外出支

援におしヽて直面する課題を整理します。課題をどう解決するかチームで者える
プロセスを踏む事が実現の鍵となります。

① 業 務の中でどう組み込むかに関する体制や人手の確保の問題

ます、業務の中でどう外出を実現してしヽ<か 体制や人手の問題があります。
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これにつしヽては、体制を調整すると同時に、ボランティアの協力が不可欠です。

限られた業務の中でどのように行うか、ボランティアに協力してもらうために

何が隊要か等につしヽてきえてお<必 要があります。(第3章 第3節 参照)

②  禾」用者の安全を保障するための保険の整備や環境アセスメントを含めた事

前準備のマニュアル化

外出は、便利で安全な居住してしヽる敷地から外に出る生活行為ですので、外

出するまでの準備が大切になります。ただし、外出するまでに誰と、どんな事

を確認しておけばしヽしヽか、どんな準備をしておけばしヽしヽかとしヽうことを洗しヽ出

す作業は、とても孫日か<大 変な作業です。何が財要かとしヽうことを即時に半」断

して準備できるとしヽう事も専門職に求められる技術ではありますが、時間と人

手のなしヽ現状では、マニュアルとして整備しておく事で、作業塁が軽減される

としヽうことが多泉あります。本マニュアルを参照すると同時に、それぞれの現

場で使しヽやすしヽように、実践を積み重ねながら整理する必要があります。

③  外 出に際しての費用につしヽてだれが、どのように負担するかの問題

外出には、出費がつき物です。これらにつしヽて、負担をどのように者えるか

が課題となります。施設生活の公平性としヽう観点から、ある程度まで全員に保

障するのか、保障する場合、外出する人と外出しなしヽ人の負担の格差はどうす

るのか、また、希望者だけしヽ<と しヽう場合、同じ介護度なのに介護の量が異な

るとしヽうのは、いいのかとしヽうことが課題として挙がることが者えられます。

これにつしヽては、施設 ・事業所の者え力を整理してスタッフ間で周知徹底し

ておく財要があります。基本的には、外出に関する金銭負担につしヽては、現在

は本人負担が原則になると者えられます。公平性についての者え力としては、

アセスメントをしつかり行しヽそれを行うとしヽう観点から、公平をねらうことが

必要になつて<る と者えられます。

④ 利 用に際しての契約の一項目として外出支援に関連する項目を立てられる

か

外出支援につしヽてどのように契約するかとしヽうことも課題となります。研究

成果として、契約書書式案が作成してありますのでご参照下さしヽ。(*資 料1:

外出支援契約書)

第3節 マニュアルの活用方法について

1.マ ニュアルを活用するに当たって

(1)  積 み重ねが次の計画を成功させる
。 外出は、準備や付き添しヽにかなりの神経を使って初めて実現できるものです。
・ 外出の場面のその場その場では感動や感激があり、付き添つた職員は苦労を

忘れる瞬間でもあり、次の計画が頭によぎることもあります。
。 しかし、当の本人は確かにその3舜間では心が動しヽて表情も変化しますが、場
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面が変わるとそれを忘れてしましヽます。認矢B症のある高齢者であるから当然

のことですが、後日の話題にも活用したしヽので、思しヽ出となる写真などを残

してお<と 、そのときの感動が思しヽ出されるきつかけとなることもあります。

このように、外出支援の工夫は積み重ねによって実感され定着するとしヽう事

があります。
・ マニュアルどおりにすればしヽしヽとしヽうのではなくて、マニュアルを参者にし

ながら実際にやってみる。その結果を受けて、より効果の高しヽように、より

実践しやすしヽように工夫してみるということがもっとも大切です。本マニュ

アルも実践を重ねながら、それぞれの現場にあったものに改良しつつご利用

下さい。

(2)  チ ームで協力して実践に当たる
。 その際に不司欠なのが、チームメンバーの協力です。是非、チームで 「やる

ぞ」としヽう動機付けを高めながら、より効果的な方法を模索してくださしヽ。

。 自劣たちがよりやる気を出して協力できるにはどうすればしヽしヽかとしヽう自

劣たちが専門職として、継続するための工夫も模索してしヽくことが必要です。
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第2章 外出実践の手順

第 2章 では、外出支援を行うに当たつての実際の手順とそのポイントを整理

します。

第1節  「事前に計画し楽しみに待つ外出」の準備と実践

(1)「 事前に計画し楽しみに待つ外出」とは

本研究委員会では、外出の種類について2つ の種類を想定してしヽます。ひ

とつは、旅行などのように日常的には行わなしヽ外出で、このような種類の外

出は、日常生活で自然に行うわけではありませんが、外出を待ち遠し<思 しヽ

わくわ<す る、非日常を味わうとしヽう点におしヽて、効果のある外出であると

者えられます。本マニュアルでは 「事前に計画し楽しみに待つ外出」と表現

することにします。

(2)手 順の大枠    .

外出の手順の概要は、以下のとおりです。また、これらの手順をチャートで

示すと、図 1の ようになります。

①  目 的の明確化

②  計 画作成 (予算含む)と 発案

③  外 出決定とスタッフ全体への周知

④  役 害」劣担

⑤  本 人 ・家族等への連絡

⑥  業 務調整とボランティア等人手の確保

⑦  そ の他諸準備

③  打 ち合わせ

③  外 出の実践

⑩  実 践の振り返り
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(3) 手 順の詳細

ここからは、上記の手順の大枠にそって、どのような準備をするかにつしヽて

細かく整理 します。ここで示すのは、あ<ま でモデル的な計画の流れですので、

組織によっては手順が省略できる場合や、さらに細かしヽ準備が隊要な場合があ

ります。

① 目的の明確化
・外出を実施するに当たつては、タト出を行う目的を設定する必要があります。

ただ漫然と、外出したほうがしヽいからとしヽうのではな<、 「言耐矢B症のある高

齢者にこんな状態の人が多いから、こんなところに行つてもらしヽたしヽ」としヽ

うのを、認知症のある高齢者の立場に立って検討できることが、効果のある

外出のために大切です。
・ 「この人に外出してほししヽ」としヽう思しヽがあるのであれば、それはなぜなの

か (なぜ自のはその人に外出してほししヽと思つてしヽるのか)と しヽうことを是

非吟味してくださしヽ。
・ 「事前に計画し楽しみに待つ外出」は、大勢で行<こ とも司能なので、目的

としては、「しヽつもと違うところで気劣転換する」とか、「懐かししヽと感じる

場所に行つて思しヽ出に浸ることができる」とか、「しヽつも食べなしヽものを食
べて、新鮮な気持ちになる」など、漠然としたものでかましヽません。

。こんな利用者が何人かしヽるので、こんなところに行つてもらったらどうかと

しヽうことが、整理できたら、管理者等責任のある立場のスタッフと一旦共有

することで、その後の見通しを立てることができます。

② 計画作成 (予算含む)と 発案
・管理者等責任のある立場のスタッフヘの周知ができたら、具体的な計画に入

ります。具体的な計画が立てば、再度検討の後、正式に決定して、他のスタ

ッフや利用者 ・家族に周知する事ができます。(資料2:外 出支援企画書参

照)
・計画してお<べ き内容として、以下のようなことが者えられます。
・できれば、行き先の候補につしヽて、この時点で下見をしてお<と 、この後の

計画進行がスムーズになります。下見の視点は、主なものには以下のような

ことがあります。

<下 見の視点>

ロ アクセス時間

ロ アクセス方法の司能性につしヽて

□ 入り□の状況 (広さ、段差や明るさ、床の滑りやすさ等)
□ 施設内の状況 (段差や明るさ、床の滑りやすさ等)
□ 休憩場所の有無や状態
ロ トイレにつしヽて (洋式・和式、位置、紙の有無、広さ、車椅子利用司能

かなど)
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③

・

④

・

⑥

□ 連絡先、電話番号
□ 利用料金 (割ヨ1等の有無)
□ 飲食施設につしヽて (メニューや料金、刻み食等につしヽて対応できるか)

□ みどころ (財要に応じて
~5真

撮影)
ロ ノヾンフレット等の入手

外出決定とスタッフ全体への周知

計画の概要が整理できたら、外出を決定する事ができます。

施設 。事業所によっては、計画をより精査し、実現司能性を高めなければしヽ

けなしヽ場合も者えられます。

役書」分担

計画の概要にそって、細かしヽ計画とそれにそった準備が財要になります。誰

がどのような役督」をとるのか、漏れのなしヽ様に準備します。全体の調整 ・管

理役、事務届、医務担当、記録 (ビデオ ・写真等)役 、ボランティア担当な

どがしヽるとスムーズに進行できます。

ますは、誰が外出するのかを決定しなしヽと準備が進みません。本人や家族の

意向を確認し、外出者を決定します。人数は、付き添えるスタッフの数、ボ

ランティア参加の見込みから者えるとスムーズです。役督」分担と共に、細か

しヽ準備のスケジューリングをしておきます。

本人 ・家族等への連絡

外出の対象となる方に参加の声掛けを行しヽます。外出先や外出の目的、財要

経費、予定の日Bき、大まかなスケジュールなどを知らせます。

確保できる人手や予算の規模、期待される外出の効果によって、全体に声を

かけるのか、対象をある程度絞つてから声をかけるのか決定します。

対象者の選定の方法としては、施設 ・事業所全体の企画としヽうことで、とに

か<全 員に声をかけるとしヽうことができます。また、外出先とそこに出かけ

る事の効果から対象者を絞り込んで声をかけるとしヽう力法も者えられます。

その場合は、声をかける人のアセスメントとケアプランに、外出の目的や効

果にそった内容が盛り込まれてしヽるかとしヽう基準で検討するとしヽうことが

公平であるかの基準になると者えられます。

業務調整とボランティア等人手の確保

外出支援の規模に応じて、業務の調整をします。

規模によっては、施設事業所のスタッフだけでは、サポートが難ししヽ場合が

あります。できるだけ1対 1の見守りになるように、ご家族に声をかけたり、

ボランティアを募ったりなどの必要がありまする

⑦ その他諸準備
ロ スケジュールの作成

参力B者や行き先を者えて、スケジュールを作成します。楽しめる工夫を者え

⑤

・
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るので、チームで楽 しんで作成できるとしヽしヽと思しヽます。  |

□ 交通手段の確保

バス等の交通を使うときは、予約をするなど準備をします。電車を使う場合

は、余裕を持って計画をしておきます。

□ 当日資料の作成

行き先や目的、交通手段、日程 (スケジユール)、目的地までの地図、目的地

の見取り図、参加者、参加スタツフ、緊急連絡先、持つてしヽ<物 等の記載され

た当日資料を作成 します。これは、参加利用者 ・スタッフに配布 して当日の行

動の参者にします。

当日資料の項目の主なものには以下のような内容があります。

<当 日資料の項目>

回 表紙 (日8書や集合場所、出発Bき刻、外出先等を明記 し、親 しみやすしヽ

もの、氏名の記入欄を設ける)

ロ スケジュール

□ 緊急連絡先

□ 目的地の地図

□ 参加者名簿 (サポー ト担当スタッフ名を明記 してお<)

□ 遂行するスタッフ名

□ 持つてしヽ<も の

□ 参力0者名簿の作成
。参力B者の名簿を作成します。(スタッフ用)
,ど の利用者をどのスタッフが見守るのかの担当を決め、それぞれの利用者ご

とに必要物品 ・効果的な外出支援になるためにどのような働きかけをbが け

ればしヽしヽか、記録の視点などにつしヽて確認しておきます。

<名 簿の内容としてあると望まししヽもの>

□ 参力8者氏名

□ 担当スタッフ ・ボランティア

□ 付き添しヽ家族の氏名、続き柄

□ 車椅子使用の有無 (しヽつもは財要なしヽが外出8きにはあった方がいしヽ人

がしヽるので注意する)

□ 月侵薬の内容

□ 外出先と関連する本人の情報

□ 当日もって行<も の (防寒着、オムツなど。本人のものか施設 ,事業

所のものかを把握する)

□ 全体の参加利用者人数、参加スタッフ人数、ボランティア数、家族数

③ 打ち合わせ
:当 日の孫日かしヽスケジ土―ルと財要な役書」劣担について、参加 ・待機スタッフ
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で打ち合わせを行います。スケジュール確認は、準備や打ち合わせの段階か

ら孫日かく行つておきます。
。また、雨天時の対応策等も者慮し、携行物品等につしヽて漏れがなしヽか確認し

ます。全体の調整 ・管理役、事務同、医務担当、記録 (ビデ牙 ・写真等)役 、

ボランティア担当などがしヽると、当日の運営がスムーズにできます。

③ 外出の実践

計画に従つて、実践を行しヽます。

<出 発前>
,外 出する禾」用者の体調をきちんと把握する。
・ボランティアやスタッフ本人の急な欠席等に対応する。
・当日の打ち合わせ・スタッフの顔合わせをしつかり行う。役害」劣担を再度明

確にする。
,外 出する禾」用者にしつかりと外出を理解してもらう。

<外 出中>
。本人にとってのタト出の意味 (スタッフがどのような効果を期待して外出を行

ったか、外出が本人にどのように理解されてしヽるか)な どを大切にしながら

コミュニケーションをとつてしヽきます。サポートが隊要な部のは、そのつど

応じます。
・今の状況や、周囲の状況について、本人の理解に合わせて説明を行う財要が

あります。目的地や外出先で行うことなどお知らせします。
・初めての場所を移動しますので、周囲の段差等には注意をします。また、外

出慣れしてしヽない利用者は、意識して休憩や水劣補給を行うようにします。
・ トイレの場所は、あらかじめ確認しておき、必要に応じて利用します。不」用

者の状況に応じて、車椅子でも利用できるトイレを把握してお<必 要があり

ます。
・外出の様子をビデ牙やカメラに収めます。認知症の程度によっては、後日見

て楽しむこともできるほか、参加できなかつたご家族への報告、外出支援の

理解を求めるための道具の一つとしても活用できます。

① 実践の振り返り
。できればその日のうちに、外出しての効果や、外出支援の反省点につしヽて整

理しておきます。より良い外出に向けてとても大切なプロセスです。また、

スタッフのスーパーバイズの機会としても意味のある時間です。
・ボランティア等、施設 ・事業所以外からの参加者につしヽては、財要に応じて

|□別に感想や意見を聞き取るとしヽうことを行しヽます。タト出の質の向上や、利

用者の情報収集、手伝つてもらつた人のモチベーションの向上の機会として

もとても有効な時間です。
・1□別の記録を行しヽます。(資料3:外出支援記録用紙)
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第2節  「日常生活の中での外出」の準備と実践

(1)「 日常生活の中での外出」とは
「日常生活の中での外出」とは、「事前に計画し楽しみに待つ外出」とは違しヽ、

計画を立てて行う外出ではなく、日常生活の継続の自然な流れの中で行う外

出です。食事のために買しヽ物に行つたり、天気がしヽしヽから散歩に行つたりな

どが当てはまります。このようなタト出を意識的に生活の中に盛り込むことが、

認知症のある高齢者のより豊かな生活を実現するひとつの力法になると考え

ます。

(2)「 日常生活の中での外出」の準備

1) 「 入所前までの生活や活動を事前に把握してしヽる」

認知症のある高齢者への外出におしヽて、その効果として第一にあげることが

できるのが生活の継続性の維持です。私たちがそれまで親しんできた生活にお

しヽて、外出は欠<こ との出来なしヽ一部であり、仕事や趣味活動や友人との交流

などのB書間が割かれるのも外出Bきです。特に認知症のある高齢者は俳徊などの

行動面の障害があるために、しばしば施設におしヽて最も制限されます。つまり
「自由に外出する」ことができなしヽ傾向があるとしヽえます。このような場合に、

外出をする機会を提供することは、生活の継続性を高めるために最も効果的な
一面があることが明らかになってきてしヽます。

したがって、その対応は、ひとりひとりのそれまでの活動や自宅の近隣の生

活環境を、計画の段階で充合に把握してしヽることが必要となります。

2)「 情報の提供をおこなう」

また意欲や感情への効果を意識することも重要です。ますひとつには出来る

だけその人の意向を尊重するとしヽうことが挙げられます。認矢B症があることに

より、どこにしヽきたしヽかうかがっても、 「特にありません」、 「おまかせしま

す」などの受け身的な言葉しか返つてこなしヽ場合もあります。しかし行<場 所

の写真をみせたりすることや、家族からの情報収集をすることなどにより、積

極的に行き先の候補を出すことにより、希望が生まれる司能性があります。

3)「 ケアプランヘの意識」

外出が、本人への援助活動として位置づけるためには、ケアプランにおける

施設サービスとして組み込むことを考慮してしヽ<必 要があります。そこでは二
―ズにおしヽて 「生活の継続性」」や 「感情意欲を高める」、 「自己有能感や自

尊感情を維持」、 「社会的生活や交流の促進」など問題行動の軽減とは異なる

エーズや長期 ・短期の目標を設定してあることが前提となります。これらの目

標があることを達成するには外出による刺激は大きな意味をもってしヽます。

しかし、実際にこの活動に参加した後に、その高齢者に大きな変化があるな

らば、そこからプランの見直し、エーズや目標の新たな立て直しができるとも
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考えられます。

4)「 外出先の状況を把握」

タト出をすることは、さまざまなリスクを1半しヽます。転倒の危険性は完全に避

けることはできなしヽ。事前にはスタッフは、行<場 所につしヽての階段などの構

造を把握 してしヽることが望まれます。高齢者向けに配慮された構造かどうかは、

事前の調査の中心的なポイン トです。また移動経路上の車いす移動に影響を与

える段差の有無、食事や トイレにつしヽて実際の利用を想定しながら状況におけ

る問題点に応 じたプログラムを考えてしヽきます。

しか しこの場合に注意 した方がよしヽのは、危険性ばかりに目が行きすぎるこ

とにより、本来のその意義や効果を見落とさないようにすることです。

5)「 家族との関わり」

そのうえで、最も準備段階でおこなうべきことは、その対象となる高齢者の

家族との関わりであるとしヽえます。外出は何らかのリスクを必す伴しヽます。こ

の司能性につしヽて充のな説明とそれにつしヽての書面による同意が前提となりま

す。 しか し、形式的にリスクばかり意識 して、家族に説明するならば、家族は

単に 「ひるんで しまう」だけになると考えられます。そこでは同Bきに、外出か

ら得られる効果などにつしヽての、施設側からの説明が充合にされることが求め

られます。

さらに司能であるならば、家族が外出に同行することができると、その高齢

者の表情や行動にも、れることにより、新たな一面を垣間見ることになります。

そのことは施設と家族とのその後の連携を効果的に展開 してしヽ<と きに大きな

支えになると考えられます。

(3)外出の実践

1) 「 参力B者の状態」

外出への参加は、当日の状態を見て半」断することが重要です。特に身体的な

疾患や問題が大きい高齢者だけではな<、 体調の不良を自分からしヽうことがで

きなしヽ高齢者がしヽることに注意する財要があります。認矢B症によつて、けがや

骨折あるしヽは脱水のような状態があつたとしても周囲に痛みや訴えたり、自劣

から適曇の水劣補給をしたりすることが出来なしヽ揚合があります。当日の参加

には周囲の観察も必要となるとしヽうことです。

2)「 活動のB書間の配慮」

タト出は、予想外の時間をとることが多しヽと言えます。車での移動は交通渋滞

にまきこまれることもあります。また歩行での移動は、思つたよりBき間がかか

り、疲労への配慮も財要となります。

また買しヽ物等に夢中になり同じ場所に、計画外に長<し るヽこともあると者え

られます。

高齢者の状態をその場で客観的にみることにより、柔軟に計画を変更するこ

とは財要不可欠です。 しかしそれは同時に関わるスタッフの都合に左右されす
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ざなしヽことが求められるとしヽうことでもあります。限られた8き間なかでの参加

してしヽる高齢者の笑顔などを大切にして、その一瞬の場の持つ意味を高齢者と

スタッフが本目互に味わうことが本来の意義のひとつでもあります。

3)「 施設との連携」

予定外の行動や帰園の時間の変更などは、基本的には園との連絡調整が財要

となります。また帰園時の食事や対応は、それまでの外出Bきの状況の与える影

響が無視できなしヽ可能性があります。活動内容による感情意欲がどうだつたの

か、疲労がどの程度あったのか、そ して何が楽 しそうだつたのか、帰園後の行

動が、時にはマイナスの状態、不穏などを31き起こす司能性もあるかもしれま

せん。 しか し外出時の状況がその後の対応にヒン トを与えることも者えられま

す。適切な情報伝達が不可欠です。

4)「 写真や映像の記録をとる」

写真などの記録は、外出の効果を維持 していくために必要です。写真や映像

など撮影 したものが、その後スタッフや家族と共に 「眺める」ことにより、そ

の楽 しさや思しヽ出を振り返ることも可能となります。それはB寺には、次の外出

への 「生活のハ リ」へとつながる司能性も否定できません。また参加 してしヽな

しヽ家族へみせることにより、家族への情報提供にもなります。

これらの外出における直接的な対応の特徴に力8えて、大きな意味をもつてしヽ

るのはスタ ッフの 「主体的な」な意識であると者えられます。日常的な介護業

務に加えて、これらの活動は、自分たちが高齢者や家族と共に 「企画」 してい

<こ とを求めます。それは施設でおこなつてしヽたそれまでのバスハイクなどの

「行事」とは、一線を画するものです。1日々 の認知症のある高齢者のそれまで

の生活歴を尊重 し、その個人の感情や意欲に働きかけるニーズに対する活動と

して組んでしヽ<こ とは、1□則性を尊重 したケアに中核ともしヽえます。それを新

たな視点で取り組むことは認知症のある高齢者だけでなく、スタッフにとって

も大きな意味をもってしヽるものと者えられます。
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第3章 外出を実現 してしヽくため に

第1節 リスクマネジメント

外出を実現してしヽ<上 で、外出先でのリスクを減らすことは、実際に外出

支援を行い継続してしヽ<上 でとても重要なことであるとしヽえます。ここでは、

リスク揚面の傾向について整理し、対応検討力法を示します。

(1) リ スクの場面

1) 認 矢□症のある高齢者が】犬況半」断できなしヽことから発生するリスクがある

認知症のある高齢者が状況半」断できなしヽことにより、どこにいるか劣から

なしヽ、何をしているか分からなしヽとしヽう理由で、不安になつたり興奮したり

としヽうことがあります。難ししヽ対応の一つですが、繰り返しながら徐々に理

解してもらうことになります。本人が理解しやすしヽような伝え方などを者え

てしヽ<必 要があります。

2) 外 に出る事で認矢B症のある高齢者が変化する事がある

外出支援におしヽては、地設の中とは違しヽ、人の目を意識したり、なれなしヽ

ところで体を動かして疲れやすかったりと、状態像が変化しやすしヽものです。

刻み食は食べないとしヽう事で不穏になりそうになる、いつもはたつて歩ける

のに、足場が悪かつたり、緊張したりして歩けな<な るというような状態変

化が起こりやす<、 それがリスクとして挙げられてます。

(2) リ スクを減らしてい<た めに

1) 原 因 ・背景を広<お さえる 1  1 1

事故は、ひとつのミスやひとつのエラーで起こるものではなしヽとしヽえます。

ヒヤリハット事例から、原因を幅広<者 察してしヽ<姿 勢が求められます。本

研究委員会で用しヽたシートをお示ししまL/たる(*資 料4:リ スク評価表)

下見をできる限り細かく行う |
下見を徹底することで防げるリスクが多しヽ。下見を行うのはもちろん、ポ

イントとしてどのような郡合につしヽて確認すればよしヽか、外出を重ねるごと

に整理する財要があるも事前にリスクを洗しヽ出す力法の十つとして 車ヽ椅子

を持つてしヽき実際に使いながら下見を行うなどするという方法があります。

.危険だからダメだとすぐにあきらめなしヽ   =

リスクを考慮しなしヽ、行き当たりばつたりの実時は避|プ否|ブればし`けませ

ん。しかし、「できなしヽ」とすぐにあきらめると生活の潤しヽを求める上で発

展性がありませんも何が原因で難ししヽのか、どのようにすれば実践が司能に

なるのかを整理する努力も財要です。
,                                      |   .     !                   ｀

,  f     l    十1  ,      | ' ‐‐ i l  l

t l   t       i  1       1      -              ! l t      十l   i       !  1  1 ‐
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第2節 地域資源と外出

安全で効果の高しヽ外出を行う上で、地域環境につしヽて把握してお<と しヽう
ことは、とても意味のあることです。ここからは、日常的にも、計画して行
う外出にも大切な、地域環境のアセスメントにつしヽて整理します。

(1)外出する際のリスクとなりうる環境の洗しヽ出しと対応策の確認
外出する際のリスクロ避のために確認してお<べ き内容につしヽては、地面

の凹凸が激しくなしヽか、地面の傾斜が急ではなしヽか、地面の素材 (アスファ
ルト、タイル、土等)が 、すべりやすかったり、硬かつたりしなしヽか、車の

通行状況は激し<な しヽか、道路の広さは通行に十劣な広さであるか、見通し
の悪しヽ場所はなしヽか、距離は遠すぎなしヽか、車椅子が通行できるか、階段は
なしヽか、あるとしたら段差の高さはどうか、また車椅子用のスロープはある
か、トイレはあるか、トイレは洋式か和式か、トイレの広さは車椅子が入る
ことができる程度か等につしヽておさえてお<必 要があります。そして、より
安全な経路があれば、できる限りそちらを選択することが望まれます。ただ
し、これは外出しなしヽための□実にするのではな<、危険があることを事前
に確認し、対応策を立てるため、また、しヽざとしヽう時に落ち着しヽて対応でき
るための準備ときえて下さい。

(2)外出する調知症のある高齢者が楽しめる可能性のある環境の確認
外出は、生活の中で心理的にリフレッシュできるしヽし職 会です。外に出て

しヽる中で 「楽しめる司能性があるのではなしヽか」と思われる環境につしヽても
アセスメントをしてお<必 要があります。具体的に例を挙げると、花がきれ
しヽなところ、景色がされしヽなところ、子どもが多しヽところ、認知症のある高
齢者が以前行つたことのあるところ、外出する認知症の高齢者が興味を持っ
てしヽるところ、新しくできた商店、動物が多くみられるところなどがあげら
れる。また、この楽しめるところにつしヽては、外出を経験する中で、その人
なりに楽しめるところが見つかることがあります。外出後に、どのようなと
ころで楽しんでしヽたかを確認し、個別に記録してお<と しヽうことも重要です。

(3)目的地や寄り道の場所になりうる社会資源の把握
環境アセスメントする上では、目的地となりうる社会資源につしヽて把握し

てお<と しヽう事が必要です。そうすると、例えばすし屋に行きたしヽとしヽう要
望があつたときに、近<て 安いすし屋か、遠<て 高しヽすし屋か、回転寿司か
としヽう要望にすぐに対応する事ができます。また、そのようなアセスメント
をしてお<と 、単に希望の場所に行こうとしヽうのではなく、スタッフがこの
ような場所があるが行つてみなしヽかとしヽう提案をすることもできます。
具体的には、目的地となりえるところは、例えば、コンビニやスーパー、

デパート、郵便局、銭湯、八百屋、駅、お墓、実家、動物園、公園、役所、
美容院、病院、葉周、電気店、すし屋、フアーストフード店、ファミリーレ
ストラン、商店街など無数にある。これらにつしヽてあらかじめ列挙してお<
となると大変な労力となりますが、目的地となつたときにある程度の記録を
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残 してお<と 、その後の参考になります。また、目的地とならなくても、目

的地までの道のりの中にあるベンチの数と位置、自動販売機の数と位置、ト

イレの数と位置、形態につしヽては確認してお<と 便利です。また飲食店につ

しヽては、場合によっては、利用者が食べられなしヽ形態やメニューしか準備さ

れてしヽなしヽ可台ヒ性があります。内容と値段につしヽても確認 してお<と 計画が

立てやすしヽとしヽえます。さらにそれぞれの目的地につしヽては、居住 してしヽる

施設からの所要時間が劣かるようになってしヽると便利です。これは、もちろ

ん高齢者とともに歩しヽたときにかかるBき間で計算す します。

第3節 ボランテイアとの協働

外出は、人手のなしヽ中でスタッフが施設から外に出る行為であるため、ボ

ランティアとの連携が必然的に求められます。しかし、ボランテイアは、徐々

に普及 してきてしヽるとはしヽえ、まだまだ福祉に対する理解は十劣とはしヽえな

い現状にあるのも確かです。ここからは、外出を実現 してしヽく上で必要なボ

ランテイアとの協働につしヽて整理 します。

(1)  協 働 してしヽ<上 で大切なこと

ます、ボランテイアと協働で外出を実現するに当たり、スタッフが配慮す

べき点につしヽて、研究の成果を以下に整理しました。

① ボランテイアの受け入れを適切に行う

ボランテイアをしたしヽと思つて施設に連絡をしても、次々に電話を回され

てしまうと、せつか<の 気持ちが委えてしましヽ、逆に施設のイメージを悪<

してしましヽます。受け入れに対しては、最初の応対が大切です。

知らなしヽところに初めて連絡をすることは、かなりの勇気と不安があるも

のです。それらを解消できるのは、初めに連絡を受けた人の対応にかかつて

います。ボランテイアの活動はこの最初の出会しヽから始まつてしヽるとの意識

が大切です。

② 活動の目的が達成できるようにする

ボランティアは自発的な活動ですが、受け入れ側がボランテイアたちの目

的や意図を充分に把握してしヽなしヽと、単なる労働の手として終わつてしましヽ

ます。それぞれのボランテイアをする目的を充劣に間き、その目的が達成で

きるような工夫が財要です。

最初は特にボランテイアとのやり取りをするゆとりを受け入れ倶」は持つ

ておく必要がありますも忙し<時 間や職員の手がとられることは、一見無駄

のように思えますが、具体的な活動を展開する手順などを詳細に話し合うこ

とで、次□からの活動が速やかにできるようになります。 ‐

③ 活動することで充実感 。社会貢献を実感する

ボランティア活動をすることで、自分たちのしたことが役に立ってしヽるこ

-17-



④

とを味わうことができ、また禾」用者の生活の質が豊かになることを実感する

ことで充実感を味わうことができます。調知症のある高齢者の外出支援は人

手が財要でなかなかできに<い ですが、楽しむ機会が少なしヽ状況から脱皮す

ることは、社会貢献としヽえます。今後の課題を切り開く糸□になつていくこ

とを実感してもらしヽ、さまざまな取り組みへのきつかけにしてしヽ<と しヽう意

識が大切です。

利用者から 「ありがとう」等の言葉が間けることなどから、ボランテイア

をしてしヽてよかつたと実感できることは何よりもすばらしい体験となり、活

動が定着する重要な郡劣となります。

ボランティアと職員の連携の勝要性

ボランティア活動を効果的にすることは、職員との連携な<し てはできな

しヽことです。職員は業務で忙ししヽのが実情ですが、不』用者や施設全体の動き

を把握してしヽる職員の協力がなければ、ボランティア活動は単なる労働の手

として終わつてしまいます。利用者の生活を直接支援している職員との連携

がスムーズに図れることがボランテイア活動の質を左右する大きな鍵とな

ります。

ボランティアにつしヽて名札がな<て も名前がわかるようにして、質問しや

すしヽ状況を作り、ノートを置いて、スタッフやボランテイア同士と連携を図

る、スタッフ同士がボランティア活動とはこうしヽうものだと認識を深め協働

してしヽ<意 識を持つ、ボランティア活動をしている場面に出会つたら少しで

もよしヽから声をかけて共有感を持つようにする、などボランテイアに対する

理解と協力を惜しみな<す る姿勢をもつことが求められます。

ボランティアの意見を間<シ ステム

ボランテイア活動を行つてしヽ<と 、職員とは違う形で利用者にかかわるこ

とができます。立場の違しヽから感じたことや提案があれば、それらの意見を

間<こ とで、よリー層ボランティア活動の意義や責任を感じることができる

し、職員の見えなしヽ部のが見えることも多泉あります。さまざまな視点での

意見を聞き反映させることが、不」用者の生活を豊かにする力法の一つでもあ

ります。

立場の違しヽから出て<る 意見を尊重して、取り入れられるものであれば活

かしてしヽ<柔 軟性を持つ、意識だけではな<組 織としてシステムイとしてお<

ことが大切です。

ボランティアヘの感謝の気持ちを表す

ボランティアの方展は自発的な活動とはしヽえ、貴重な時間を作つて活動し

てしヽます。そのことによって調知症のある高齢者の生活が豊かになるのです

が、認知症のある高齢者は自のから感謝の気持ちを表すことが難ししヽため、

ボランティア受け入れ倶」として感謝の気持ちを伝えることが大切になりま

す。ボランティアのやりがしヽを感じてもらうことができ、ボランテイアを継

続して、もっと喜んでもらおうとしヽう気持ちが促進されます。

⑤

⑥
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⑦ ボランティア同士が連携を図れるようにする

ボランティアはボランティア活動をすることが主目的であるが、同じ活動

する仲間としての仲間意識もでてきます。その意識を仲間が上手に活用しあ

うことで協力関係が強くなつてしヽきます。仲間意識が図れるような機会を作

ることも防要です。

他のボランティアの活動状況や力法を共有することで自劣たちの活動を

見直す機会にもなり、アイデアや工夫も浮かんできます。また、職員には間

きに<い ことを間くことで仲間意識が強くなる場になります。

(2)  ボ ランティア研修
・ボランティア研1夕を行なう意味は、多<あ ります。具体的には、①外出に勝

要な知識や技術をヨにつけてもらう、②認知症のある高齢者にとつてなぜ外

出が大切かを理解して、効果的なサポートができるようになる、③認知症の

ある高齢者にとつてなぜ外出が大切かを理解して、ボランテイア活動に意義

を見出してもらう、④施設の者え力やボランティアに求める役書」を理解して

もらう、⑤施設 ・事業所を理解してもらう、⑥認知症のある高齢者や施設事

業所に対して理解を深め、安心してボランティアに入つてもらうとしヽうこと

が挙げられます。
・このように効果的に、スムーズにボランティアに入つてもらう方法として、

研修を行なうというのは、意味があります。
。ます施設の実態を理解してもらうためにも研修は重要な位置に置かなけれ

ばならなりません。施設を見学することもめったになしヽ状況にあることを者

えると、ニュースや書籍ではあもヽれるように流されてしヽても、自のの身近な

こととして捉え、その延長線でボランテイア活動ができるようにすることが
必要であるとしヽえます。そのためには、何よりも施設見学を取り入れた研修

は不司欠です。その際は、認矢□症のある高齢者のプライバシーの保護に充分

配慮しながらも、できることであるならば、直接触れ合う揚面を作るとしヽう

ことが大切です。スタッフは予浸」できなしヽ事態に対応できるように詳網な計

画を立てておきます。
・また、触れ合うことができなしヽ場合を想定して、ビデ牙で日常生活場面と外

出や行事などの楽ししヽ場面、人がかかわることで表情が豊かになるなど、見

てわかるような工夫があつてもいしヽでしょう。特にボランテイアがかかわづ

てしヽる場面は必須があるとイメージがわきやすしヽとしヽう意見も多<寄 せら

れてしヽます。
|・研修は、開催する側の意図を明確にし、内容を具体的でわかりやすくするこ

と、講義や漫習がどの部劣に役に立つのかなどを示すことも必要ですと参力0

する研修生の状況を把握し、研修生の求めてしヽる課題などをヨ|き出すように、

グループワークやディスカッシヨンなどをして、柔軟な内容にする財要があ

る。
。また、初めてボランティア活動に参加する研修生、ボランテイア活動の経験
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がある研修生に対 しての研修内容などの工夫も防要です。貴重なB等間を書」しヽ

て参加 して<れ る研修生に研修意図を理解 してもらうと同Bきに実際の活動

に参加する気持ちをもつてもらしヽ、活動に結びつけ、活動が継続 し、重要な

社会資源のひとつとになつてもらうよう、ボランティア活動を3会しヽるのでは

な<、 研修に参加 してしヽるうちに、活動 してみたしヽとしヽう自発的な気持ちが

起きるようにします。
・ スタッフは研修生の気持ちや意見を見逃さなしヽようにするために、計画や打

ち合わせを綿密にし、スタッフ間の連携を取り合うことも大切です。

(3)  研 修カリキュラム例

カリキュラムの一例を以下に挙げます。 2日 間にのけて、 じつ<り 行う案で

す。

◆ 研 修の目的
> 外 出の支援の方法を中心に、認知症のある高齢者との関わりのあり方について学

ブヽ、。

> 施 設における高齢者の生活の様子を理解 し、協力のあり方を考える。

◆ 研 修の対象

外出支援に興味のある方、高齢者との関わ りについて学びたい方 (*年 齢不間)

◆ 募 集方法

①  在 宅介護支援センターヘのチラシの設置

②  区 掲示板へのボランティア募集のポスターの掲示

③  現 在継続中のボランティアヘの呼びかけ

④  ボ ランティア研修受講者への呼びかけ

初日

時 間 単元名 担当者

1 0 : 3 0 研修会のねらいの説明 研修担当

1 0 : 4 0 認知症のあるお年寄 りの理解と基本的接 し方 学識経験者

1 1 : 5 0 施設見学 スタッフ

1 2 : 3 0 お昼ごはんと質疑応答 (立食形式になります) 研修担当者

1 3 : 3 0 ア ンケー ト記入 研修担当者
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2日 目

時 間 単元名 担当者

1 0 : 3 0 研修会のねらいの説明 研修担当者

1 0 : 4 0 外出支援の具体的技術 学識経験者

1 1 : 5 0 施設見学 2 園スタッフ

1li30 お昼ごはんと質疑応答 (立食形式になります) 研修担当者

1 3 : 3 0 アンケー ト記入と修了証の授与 研修担当者
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<資 料集>

(1)  資 料 1:外 出支援契約書

○ 文」象

下記の契約書は、特養等、高齢者施設に入居してしヽる認知症のある高齢者を対象とするこ

とを前提としてしヽます。

① 外出の定義

今回の外出の定義におしヽては、利用者からの希望があったBきは全て、外出を支援するとしヽ

う事ではなく、利用者の希望や生活状況、園の体制、家族の希望、本人の身体的状態等を言

めてアセスメントし、生活の中に組み込める(ケアプランの中に落としこめる)というスタッ

フの半」断の元に行う外出を想定している。

この大きな理由として、希望のある外出を全て行うのは施設の体制として現実的でなしヽこ

と、施設の役書」から離れてしヽく事、ただ外に出るのでなく生活の中に外出を組み込んでしヽく

事を念頭におしヽてしヽるためである。

○ 注意

活用力法の詳細は、『平成 16年 度老人保健健康増進当事業報告書 介 護保険制度の適正な実施

及び質の向上に寄うする調査研究事業  「言忍知症高齢者の外出支援のあリカとボランテイア育

成 ・活用に関する研究」報告書』を参照。
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外 出支援実施契約書

○○○○(抜や、ネ『鳥署と能ふ量手)と程答穐桃ほ災□□袴偽1茎雀老災黒ニムoo笛(抜や、

oo苗と能ぶ量手)は、oo苗の朱i膚著に鷲する銚'営支援について、友のとおり努摘しま

す(抜や、米努馬と能)。

外 出支援 と呼びます)。

2.O① 箇がネ彬華書に射して符ゲ歩古『支准の描蓉は、(1)挑
し
『発の糖顛と浜鷲、(2)

歩古『撃後の需俣、(3)挑
し
督発の緑 等との普落舗整、(4)挑

し
冨に豚雲ネY天な

穫所の提板傍林芥楽、登撲警盤等)、(5)尾あ花です。

は
い
者

て

成
１

浄
第

１

第 2条 (実施期間)

実施期間は、平成17年
島
日

ゎ
月

ただしりようしや      え ん  い  ぎ      ば あ↓`      お なじけいやくじようけん  こ うしん

但し利用者と○○園に意義がない場合には、同じ契約条件で更新されます。

第 3条 (対象 ・内容)

1.支援の鞘妥は、Oo笛め薮寛描・新露沐への

挑精発の例は、製病誓廓j私のとおりです。
がいしゅつしえん  さ ↓ヽ して   え ん        か ざりりようしや  い こう  ふ ま え て が いしゅつけいかくけいかく

2.外 出支援に際して○○園は、できる限り利用者の意向を踏まえて、外 出支援計画を

作成し、それにもとづき外 出支援を行います。

3,外 出 支援 に際して○○園は、 外 出 支援計画にも

利用者代理人に対して行います。

4.○ ○園の敷地内の外 出及び敷地外であつても近隣分の外 出の場合には、○○園の

判断で利用者代理人への事前説明なしに行うことがあります。 ｀

その概要は契約書別紙③のとおりです。

5.○ ○園は、利用者が認知症その他のため判断能力を喪朱しているか

の内容を理解できない程度に判断能力が著しく減退 していると
りようしやだいりにん  た い   が いしゅつしえんけいかく  じ ぜんせつめい

利用者代理人に対する外 出支援計画の事前説明だけにとどめることができます。

がいしゅつしえん  き ろく

第 4条 (外 出支援の記録)

1.Ob宙 は、歩岸『鶏 議 紫を満 し(挑
し
『疑 筆笛望とともた2雅簡離 します。

りようしや     り ようしやだいりにん   が いしゆつしえんけいかくしょ     が いしゆつしえん きろくひょう

2 .利 用者および利用者代理人は、外 出支援計画書および外 出支援記録表 について、

へいせい  ね ん   が つ    に ち     1ね んかん

か ら、平成18年  月   日 までの 1年 間 とします。

がいしゅつ

外 出です。

中期い陪
り

〓
↑を

排
明

”
説

い
輸づレ

α

”難
　は

”
出

に
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第 5条 (実費負担)
りようしゃ   が いしゅつ じ  ひ つよう

また      ぶ ぶん  こ  び ―   も とめ る

又はその部分のコピーを求めることができます。

ひよう ネ たん つ き そ い す た

し
功
覧

わ
閲を用隣

ぶ
立
中中賄

こい隅
り
手
↑

利用者は、外 出時に必要なすべての費用を負担するとともに、付き添いスタ

スタッフ、ボランティアの交通費その他費用についても一部負担 します。

負担する費用の詳細は契約書別紙④のとお りです。

つ ふ   つ  き  そ  い

ッフ、付き添い

第 6 条( 外 出の中止)

1.利 用者は①O園 に対し、3日前までに連絡すれば、いつでも予定された外 出を中止す

る事ができます。但し、キャンセルの期限がある場合には、その期限までに連絡が必要
です。

2.〇 〇園は、利用者の体調不良その他合理的な理由にもとづき、利用者の外 出が困難

と判断した場合には、その理由を利用者に告げて、予定された外 出を中止する事が

できます。

3.O① 園は、利用者が判断能力を喪失しているか、または中止の理由を理解できない

程度に判断能力が著しく減退していると認める場合には、利用者代理人に対する理由

の説明だけにとどめることができます。

4.外 出の申止に伴うキャンセル料等は、利用者の負担とします。

第 7条 (契約の終了)

1.利 用者は、○○園に対 し、1週間前までに文書で通知すれば、いつでも本契約を解

約することができます。但し、急な病変 ・入院などやむをえない事情がある場合は、
このかぎりではありません。

2,① ①園は利用者及び和J用者代理人に対し、lヵ月前までに正当な理由をしました文書
つうち ほんけいやく か いや くす ること

を通知すれば、本契約を解約する事ができます。

3.以 下の場合には、利用者及び利用者代理人は、文書で通知すれば、直ちに本契約を解

除することができます。

①  OO園 が正当な理由なく外 出支援をしないとき

②  O① 園が守秘義務に反したとき
えん  り ようしゃ      か ぞく  た い     し ゃかいつ)ねん  い つだつ    こ うい  お こなつた

③  OO園 が利用者やその家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行ったとき

4.以 下の場合には、この契約は即時に終了します。

(ア)利 用者が、○○園を退所したとき

(イ)利 用者が、死亡したとき

第 8条 (守秘義務)

1.O① 園は、外 出支援を提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を

正当な理由なく第三者に漏洩しません。

- 2 4 -



2.こ の守秘義務は契約終了後も存続します。

第 9条 (事故報告と損害賠償)

1.○ ○園は、外 出支援において事故が発生した場合には、事故状況等について

利用者および利用者代理人に対 して十分に説明します。

但せ、○○箇は、新島署が靴Bttg町を整奨しているか、または新粉を軽継で

きない程度に判断能力が減退 している場合には、利用者代理人に対する事故

状況等の説明だけにとどめることができます。

2.○ ○園は、外 出支援に際して、○○園の過失によつて利用者に損害を与えたと

きは、○○園が加入する損害保険などにもとづき、その損害を賠償 します。

第 10条(緊急時の対応)

oo笛は研占『疑 Yに、屑授の背菱そあ花繋背の製 カヰi烏者にど撲舞 には、

すみやかにネi鵡決選文費はネi舟箸の象後にせ落するとともに、主治医に指崇をNぢるな

ど豚室な処造を発ぜまチ。

第 11条 (苦情対応)

①①笛は挑
し
『髪准 にともなう朱i購 からの宋輸 ・菩樗・婁蟹などに鷲慈する景:軟碁甘ぉょ

び窓日責任者をおき、迅速誠実に対応 します。

稲歓碁替撃にが る宰摘は、舞馬讐奇撤6のとおりです。

第 12条(合意管轄)

この契約に関してやむなく訴訟を提起せざるを得ない場合には、利用者および○○園は、

ネi経の桂詐詭を警播する談新新を第壁磐の警揺談鞘耕とすることにあらかじめ合意しま
す。

上筆努馬を兼チ露ため、米誓2蓮を稚概し、キi維、oo箇が薯猪静常の埜、i蓮ずっ猥猪す
るものとします。

契約締結 日

契約者氏名

<事 業者名>

<住 所 >

<代 表者名>

ゆ
日

拘
月前年

ヽ
印

-25-



利用者

<住 所>

<氏 名 >

利用者代理人

<住 所 >

<氏 名 >

』印

悔
印
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【契約書別紙】

② 外 出先

1.   ス ーパーやコンビニエンスス トアなどの商店

2.   フ ァミリーレス トランや喫茶店などの飲食店

3.   近 隣の公園

4.   水 族館・美術館・博物館 ・などの文化・娯楽施設

5.   そ の他

③ 事 前説明の内容

1.外 出の目的と目的地

2.日 時

3.交 通手段

4.経 費

5.外 出人数 (利用者・スタッフの数)

6.キ ャンセル料がかかる場合は、取消期 日

④ 事 前説 明を要しない外 出 の種類について

1,法 人敷地内の医療機関への移動

2.敷 地内の散歩

3. 交 通機関を使わない近隣への外 出

但 し、以下の項 目に当てはまる場合には、外 出 の 3日前までに利用者代理人への連絡を

行うこととします。

1 .

2. 施 設の行事としての外 出であるとき

⑤ 料 金負担に関する取 り決め

外 出する場合、その内容に応 じて以下の項 目について請求させていただきます。

1.利 用者の交通費(自己負担分)

2.付 き添いスタッフの交通費

3.ボ ランティアの交通費

4.利 用者の飲食費 (予算の程度は、昼食1000円、夕食1500円程度を負担の

目安とし、外 出の目的に応 じて、利用者 とスタッフが相談のうえ決定す

ることにします。)

えんいじょう し しゅつ  み こ ま れ るがいしゆつ

円以上の支出の見込まれる外 出

- 2 7 -



るすとい服の外以
れ
園○

ヽ
ヽ
。　
①

，
Ｖ

　

＊

い碓
　鎖

で
出
　
○

れ
し
　
○

も
由
Ｔ

お
おに

　
□

蕗
○
　
□

”要望．”絵

触
談

⑥
加
外
　
・

・

・

・

にゅうしょうりわ    し せつ  り よ うひ

5 .入 場料など施設の利用費

努馬の謡籍に脳けモ、新鳥号に対し努馬讐笈芯栄努馬讐廓i私の偽客についてわかりやすく
説明しました。

<掌薬署名
｀
> 踊 掻災□□□ 器所墓軽老災黒二去 ○○笛

だいひょうしゃしめい

<代 表者氏名 >

契約の群梧に認けモ、粘は努摘響部 努馬誓廓j私の偽容について、O①笛からわかりやす
く説明を受け、了承 しました。

りようしゃじめい

<利 用者氏名 >

』
印

悔
印
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(2) 外出支援企画書
計画作成日

管理者確認

計画立案者

外出先と外出目的

日時と日程       月
日

8窪日
対象者氏名

車椅子の

有無

備者(牙ムツ・実 。など)

家族への連絡

時 間 活動内容

章畳

手段と

  1      交
通手段 見積もり 備 者

食事と予算  1      食 事内容 見積もり 備者

その他の予算 1       項 目 見積もり 備者

必要スタッフ数と役害」

- 2 9 -



(3)資 料 3:外出支援記録用紙

外出支援記録用紙

対象者:

外出目的:

付き添い:

日時 行動内容 出来事・発言と対応
関連する出来事や

周囲の状況

- 3 0 -



(4)資 料4:リ スク評価表

A:リスクを感じた場面・状況 B:原因や背景となった

と思われるもの。こと

Ci今後どうしていけばいいか

- 3 1 -
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